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2和平プロセスの進展とMONUCの活動(以下
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(1)安保理決議1355の採択による第2フェイス、か

ら第3フェイズへの移行

(2)新たな和平合意の成立とMONUCの活動コ

ンセプトの再定義

(3)イツリ情勢の悪化と暫定緊急多国籍軍(IEMF)
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E国連コンゴ民主共和国ミッション (MONUC)

の評価(承前)

2和平プロセスの進展とMONUCの活動

(1)安保理決議1355の採択による第 2フェイ

ズから第3フェイズへの移行

現実には1999年7月のルサカ停戦協定締結

後も当事者による協定違反行為は相次ぎ、ま

たその実効的実施を担保するはずのMONUC

の展開も人員や費用面での適切な資源の供給

がなく不十分なままであった。 DRC内は絶

えず停戦違反と当事者間の戦闘に晒され続け

ていたのであり、特に2000年5月にキサンガ

ニで発生したウガンダ軍とルワンダ軍の戦闘

では一度はキサンガニの非武装化という両国

の合意やMONUCの仲介で停戦合意がなされ

たものの、その後も両国軍による戦闘は依然

として継続し、国連もこれを批判する安保理

議長声明を採択するといった状況であった o

その他、 DRCと周辺国との間では停戦協定

違反の非難の応酬があり、これに対応しなけ

ればならない国連も、ちょうど時を同じくし

て生じていたシエラレオネ問題にエネルギー

を割かれ、タイミングよく対策を立てられる

状況にはなかったのである 2。それでも安保

理は、 20∞年6月16日に決議1304を採択し、

国連憲章第 7章に基づく行動として、 DRC

領内からのウガンダ軍とルワン夕、軍の臨塁や、

すべての外国軍の存在と活動の終了、外国軍

が撤退している聞の攻撃を控えること、さら

には武装グループへのあらゆる形態の支援や

協力の中止を当事者に要求して Cdemands)、

当事者に対しそのように行動する義務を課す
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ことにより一定の責任を果たそうとしたとい

うことはいえるであろう九

またこの間、ルサカ和平プロセス自体にまっ

たく進展がなかったというわけではない。

20∞年4月8日のカンパラ停戦合意による兵力

引離し計画(カンパラプラン)の成立はルサ

カ停戦協定を補完する意味でも重要な成果で

ありヘまた同年10月16日と11月27日にそれ

ぞれマプートで開催された関係国首脳会議で

はこのカンパラプランが確認され、さらに具

体化するかたちで12月6日にはハラレで兵力

引離しと再展開についての計画(ハラレサブ

プラン)が当事者の軍司令官により作成され

合意をみている 5。もっとも、これら兵力引

離し計画に対しては、 DRCのほか、武装グ

ループの中に批判的なものもあり、現実の実

施が危ぶまれていた観は否めなかった。

このようにMONUCの拡大展開の可能性に

ついては、当事者の停戦違反とそれによる要

員の安全確保問題から ζれに消極的な立場と、

現地情勢の悪化ゆえに停戦確保を目的とした

強化されたPKOを派遣すべきだという積極

的な立場の対立が依然として継続していたこ

とから、 2000年末までにおいてはわずかに

MONUCの任期延長と箪事オブザ}パーの追

加派遣で合意ができたに過ぎないへとりわ

け、兵力の裏付けのないMONUCに対しては

DRCが不信感を示して移動の自由を認めて

おらず、このこ、とがMONUCの展開強化を跨

躍させる原因の 1っともなっていた o

こうした腰着した構図が動き始めたのは、

皮肉なことに、年が明けて2001年1月16日に

DRCのロラン・デジレ・カビラ大統領が暗

殺されてからのことである九周辺国との対

立を深め、また国連に対しでも不信感をあら

わにしていたカビラが表舞台から去ったこと、

その後継者となった息子のジョセフ・カビラ

は父よりも柔軟な政策を採り、国連への協力

姿勢も示したことなどもあって、再び関係国

間で和平フ。ロセスが進展する機運が出てきた

ことは間違いなし、。無論それによってすぐに

PKOの追加・強化の条件が整ったというわ

けではないが人事態の変化を重視して

MONUCの第2フェイズ完全展開に理解を示

す見解が安保理内にも現れ始めたのはその証

左とみなしでもよいであろう 100 2月12日付

で提出された国連事務総長の第6報告書では、

PKOの現地展開が進まないという関係国の

不満と、要員の安全確保が不十分であり当事

者がその責任を負っていないという潜在的な

部隊提供国の認識の双方を考慮し、 MONUC

の新しいコンセプト案を作成していたPKO

局の支援を得て、軍事オブザーパーを550名

まで増員するとともに、軍事要員は1900名に

とどめ、これらは専ら国連施設の警護に任務

を限定して人道的活動のエスコートは行わな

いという提案が行われたが1!、この提案に

対してはMONUCの軍事要員削減に懸念を示

す国からの反対もあり 12、2月22日に採択さ

れた安保理決議1341では、安保理決議1291で

の授権と同決議中のMONUCのマンデートを

再確認して、外国軍の撤退監視などのために

MONUCの活動コンセプトを再検討する用意

があるとの表現に落ち着いた 130 兵力引離
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し計画によれば同じ2月22日が外国軍の撤退

開始日 (D-Day)でもあったため、 MONUC

は兵力引離しの検証、とりわけウガンダ軍と

ルワンダ軍の撤退監視に携わることになった

が 14、コンゴ情勢が比較的安定してきたと

いう新しい局面を迎えてこのころからMON

UCの第3フェイズへの移行が真剣に議論さ

れるようになってきたのである 150

こうした状況の変化を受けて2001年6月8日

付で提出された第8報告書で国連事務総長は、

現在のフェイズを完了し、かっ次の第3フェ

イズにおける複雑で、多様な任務への対応を準

備すべく、 MONUCの新しい活動コンセプト

を定式化するに至った 160 そしてこれを支

持したのが6月15日に採択された安保理決議

1355である 170 この報告書と決議をあわせ

ると、この新しい活動コンセプトの下でMO

NUCは以下のような任務を遂行するもので

あった。 MONUCは、引き続き外国軍のDRC

からの撤退監視と兵力引離し線の臨見を行い、

さらにキサンガニの非軍事化の重要性から同

地域へのプレゼンスを強化することになる。

また軍事要員が展開されているところに文民

スタッフも展開拡大を図り、文民警察、広報、

児童の保護、人権保護などの部門を強化して

軍事部門と文民部門の統合を進めるとともに、

DDRRの実施について調整を行い、兵姑部

門の強化をあわせて図ることで第 3フェイズ

へと移行することになった 180 これを考慮

して、 2002年6月15日までMONUCの任期延

長が認められるとともに、決議1291で認めら

れていた5537名までの軍事要員の展開可能性

があらためて確認されたのである 190

その後、 DRC東部における武装グループ

の活動で人道状況が悪化してはいたもののへ

8月20日にガボローンでコンゴ人民間対話の

ための準備会合が、そして10月15日からはア

ジスアペパでコンゴ人民間対話会合が開催さ

れるなど、軍事的側面だけでなく、 DRC圏

内の政治的側面でも一定の進展が確認される

ようになり 21、第 3フェイズの具体的内容

も現実味を帯びてくることになった。 10月16

日付で提出された第9報告書の中で国連事務

総長は兵力引離しなどの第2フェイズがほぼ

完了しつつあることを告げるとともに、第 3

フェイズにおけるMONU位互事部門の任務を、

(a)将来の展開の準備、 (b)国連要員と資

産の安全確保、 (c)停戦違反の主張の調査、

(d)特に武装グループの位置、人員数、動

向、活動および士気に関する情報の収集と分

析、 (e)地方当局、武装グループ指導部との

コンタクトの確立と維持、([)軍の武装解除

と復員の奨励と促進、 (g)信頼醸成活動の

実施の 7点にわたってあげ、 DRC東部の重

要都市キンドゥへの展開に際しては人員的に

十分に「強化された (robust)JPKOである

必要を強調しつつ、安保理に第 3フェイズへ

の移行を許可するように勧告している 220

これを受けて安保理は10月24日に採択した議

長声明でMONUC第3フェイズの開始を支持

した後 23、さらに11月9日には決議1376を採

択して、第3フェイズの実施には次のような

当事者による措置が必要だとして移行条件を

明記した。それによると、(i)外国軍の撤退
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に関する情報のMONUCへ叫云達、(却 DDRRR

に関する情報のMONUCへの伝達、幽信頼

醸成とDDRRRに関する共同メカニズムなど

についてのDRCとルワンダとの直接対話、

制関係国、特にルワンダによる自発的DDR

RRを誘引する条件の確立、 (v)キサンガニ

の非軍事化、(叫キンシャサ・キサンガニ閣

とDRC全土における人とモノの移動の自由

の回復、(ゆ当事者によるMONUC軍事、兵

枯活動、人権、人道、児童保護活動との協力

といった措置である 240 こうした条件は要

員の安全という観点から依然としてPKOの

現地展開に慎重な立場に配慮して付されたも

のであり、現地情勢を考えるとすぐに充足さ

れるものではなく、従っていきなり第3フェ

イズが開始するということにならなかったの

は当然であろう。しかしMONUCの任務拡大

への方向性はこの 1年で確固たるものとなっ

たことは明らかであった。

このように決議1355を中心とした新しい活

動コンセプトに基づく第3フェイズへの移行

は、現地情勢の推移と関係当事者の意思によ

りながらも、 2001年を通じて徐々に進んでいっ

たことが伺われる。ただ、この時期に採択さ

れた安保理決議においてはMONUCのマンデー

トに対して憲章第7章が援用されることはな

く、またその活動の性格も依然としてpeace-

keepingの枠内にとどまるとみられていた。

関係当事者が盛んに憲章第7章に基づく行動

としてMONUCにpeaceenforcernentを認め

るべきだとの主張を行ったのは、そうした見

方を裏付けるものでもあったのであるお。

(2)新たな和平合意の成立とMONUCの活動

コンセプトの再定義

第3フェイズ実施の困難さは、しかし、翌

2002年にはより明らかなものとなってきた。

特にRCD・GornaがMONUCの現地展開を妨

害し 26、それを支援しているとされるルワ

ンダがDRC内に依然として駐留し軍事活動

に関与していたことが 27、MONUCによる

DDRRR実施の大きな障害となったのである。

このため、安保理は2002年2月25日に議長声

明を採択して、 DRC領内からの外国軍撤退、

DDRRRプロセスの重要性をあらためて強調

したほか、キサンガニにおけるMONUCのプ

レゼンス強化に留意するとともに、 DRC領

内のルワンダ人武装グループの人員数を調べ

るようMONUCに要請して、この評価に基づ

きMONUCに任務遂行に際してのさらなる支

援を提供するかどうかを検討するとした 280

しかしその後もRCD-Gornaはモリロとプエ

トの奪取を図るなど戦闘は拡大したことから、

安保理はさらに3月19日の決議1399でRCD-

Gornaに対して上記2つの街からの撤退を要

求しつつ、ルワンダに対しこの要求を履行す

るようRCD-Gornaに影響力を行使するよう

に求めることでルワンダとRCD-Gornaの関

係を認めて暗にルワンダの行動を非難してい

る290 さらに5月にはいると、今度は同じく

RCD-Gornaによるラジオ局占拠、暴動、一

般市民の殺害などにより再びキサンガニで危

機が発生し 30、人権侵害や国際人道法違反

の事態、 RCD・GornaによるMONUC要員の

追放などを重視した安保理は5月24日と6月5日
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位相次いでこれを非難する議長声明を採択す

る事態に至ったのである 310

他方、 MONUCはこの時点で、総勢およそ

38∞名(うち軍事オブザーパー450名)規模

で要員展開に関する第3フェイズの初期段階

を行いつつ、新たに確定した各軍の位置の監

視と検証に携わっており、 6月2日付事務総長

報告によれば、特にDRC東部における第 3

フェイズの実施 (DDRRRの促進)には任務

遂行能力が欠如しているという認識から、キ

サンガニとキンドゥでの任務遂行にはさらに

4∞名の部隊要員の増強が必要とされていた 320

しかしこうした事務総長からの勧告に対して

安保理は、 6月14日に採択した決議1417にお

いて、 MONUCの任期は勧告通り2003年6月

30日までの 1年間の延長を認めながらも、こ

れまでMONUCに認められていた5537名の上

限数まで要員を提供するよう加盟国に求める

にとどまった。またMONUCのマンデートに

ついても、決議1291や1341で憲章第7章が援

用されていることを想起した上で、国連-

JMC要員や施設などの保護、 MONUC要員

の安全と移動の自由の確保、物理的暴力の急

迫した脅威の下にある文民の保護といった目

的について必要な行動をとるということを再

確認しているに過ぎないお。従って安保理

は、増員可能な人員をまず加盟国の意思によ

り充足させて、外国軍の撤退などDDRRR実

施の環境が整うことが先決だという判断を引

き続き行ったということがいえよう。

こうした中、新たに 2つの和平協定が締結

されたことでルサカ和平プロセスに再び転機

が訪れた。まず第 1に、 7月30日にDRCとル

ワンダがプレトリアで和平協定を締結し、お

よそ35∞o名といわれるルワンダ軍のDRC領

内からの撤退と、 DRC領内の旧ルワンダ国

軍 (ex-FAR/lnterahamwe)のDRCによる

武装解除が両国により合意されたのである 340

ルサカ協定では外国軍の撤退については合意

があったものの、ルワンダはDRC圏内の旧

ルワンダ国軍、とりわけ1994年のジェノサイ

ドに関与したInterahamweなどの武装グルー

プの排除を求めてDRCに介入していたので

あり、このプレトリア協定は、外国軍の撤退

というDRCの希望とともに、そうしたルワ

ンダ側の要求にも応えたもので、その意味で

ルサカ停戦協定の枠組みの中に位置づけられ

るものであった 350 この協定は、アフリカ

連合の議長国である南アフリカと和平プロセ

スの促進者である国連とが第三者として同協

定の履行に関して様々な検証を行う旨を規定

しており(第三者検証メカニズム TPVM)、

MONUCが従来のマンデートに加えてこのメ

カニズムを支援するものとされた 360 安保

理は8月15日付議長声明でプレトリア協定締

結を歓迎し 37、実際にもこの協定のタイム

スケジュールに従って9月17日からルワンダ

箪が撤退を開始して、 10月5日にDRC内のす

べてのルワンダ軍の撤退が完了したという 380

もう lつは、 9月6日にDRCとウガンダの

間で成立したいわゆるルアンダ協定である。

この協定はDRCからのウガンダ軍の撤退、

および両国間の協力と関係の正常化を記し?こ

もので、とりわけウガンダ国境に近いイツリ
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地域については、両国政府代表と同地域の現

地指導者により構成される合同和平委員会

(イツリ和平化委員会 IPC)を組織して、同

地域、特にその中心都市ブニアからのウガン

ダ軍の撤退を促進しようとした 390 しかし

イツリ地域の情勢はきわめて深刻で、住民に

対する暴力の発生や、ウガンダが支援してい

るUPCによる合同和平委員会の努力の妨害

などでルアンダ協定の実施はなかなか進まず、

安保理や事務総長もこれを憂慮する声明を再

三発している 400

さて本稿にとって重要な点は、これら 2つ

の協定、とりわけプレトリア協定の成立によっ

て、 MONUCの活動コンセプトも同協定の実

施に適合するようなかたちに変更する必要性

が生じたことである。 2つの協定締結後の9

月10日に提出された国連事務総長特別報告書

はすでに、プレトリア協定の実施支持にあわ

せてMONUCの任務を変更する必要性を指摘

していた。この報告書では、第 3フェイズ展

開完了に向け、 MONUC内における文民部門

拡大と軍事部門との調整のためのDDRRR合

同調整委員会の設置に加えて、 TPVM実施

支援のため重要地点におけるMONUCの監視

プレゼンスの確立、 DRC東部での外国軍の

武装解除活動の拡大とその支援を目的とした

軍事部門の強化などが提案として掲げられて

いる。特に軍事部門の強化は前方展開部隊の

創設により具体化されるもので、この部隊を

構成する 2つの強化されたタスクフォースが

それぞれキンドゥとキサンガニをベースに武

装解除地域に対する「地点ごとの安全確保

(point security)Jを提供することとされた。

またMONUCの現地緊急展開を可能とするよ

うな武装へリなどの配備も予定されたことも

あり、先の監視プレゼンスの強化も含めて、

現行で展開している軍事オブザーパー640名、

軍隊3600名から軍事オブザーパー120名の追

加と軍隊4340名までの増員を求め、総計8700

名までの軍事要員展開を勧告したのである 410

外国軍の撤退監視からDDRRR実施支援をマ

ンデートの中心にすえてMONUCの強化を図

るこのような提案は安保理でもこれを支持す

る主張があり 42、これを受けて安保理もMO

NUCの新しい活動コンセプトを承認するこ

とになった。それが2002年12月4日に採択さ

れた決議1445である。

この決議1445は「平和に対する脅威」を認

定したのみで憲章第7章に基づく行動を許可

してはいない。ただ、 9月10日付国連事務総

長特別報告書の勧告に従い、 MONUCの新コ

ンセプトを支持して、 8700名まで軍事要員を

増員することを許可し、あわせて 2つのタス

クフォースの設置を認めたことは注目に値す

る430 もっとも、この決議では外国箪の撤

退にあわせたDDRRRの進展を強調している

ことからもわかるとおり、第 3フェイズでの

中心的任務たるDDRRRの実施支援とその体

制確保に焦点をあわせ、兵力の増強を行った

ことはこれまでMONUCの強化を求めてきた

関係国に一定程度配慮する結果となった。も

ちろん第 3フェイズに入ったとはいえ、

MONUCは依然として監視プレゼンスの重要

な役割を引き受けており、特にイツリ地域に
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おけるMONUCプレゼンス強化の要請は、そ

の後の同地域での事態の悪化もあって重要な

焦点となっていく 440 これもルサカ停戦協

定の重要な柱の lつであったコンゴ人民間対

話の問題についても、 12月17日のプレトリア

包括協定締結のように、重要な進展が2002年

末から2003年春にかけてみられたが 45、他

方その同じ時期において、ブニアを含むイツ

リ地域情勢の悪化はMONUCの第3フェイズ

実施への脅威となって立ち現れたのである。

(3)イツリ情勢の悪化と暫定緊急多国籍軍

(IEMF)の展開

2002年末から2003年初めにかけて、 DRC

内ではその北東部に位置するベニ地域や、ル

ワンダと国境を接する北部および南部キブな

と、で現地武装グルーフ。による戦闘と一般市民

への被害が報告されていたが 46、とりわけ

被害が深刻だったのがイツリ情勢であった。

前述のルアンダ協定に基づきウガンダ軍がイ

ツリ地域から撤退したことで同地域の治安が

悪化し、それでも2002年11月15日のRCD-ML

とUPC聞のカンパラ了解で一時事態が好転

するかに見えたが 47、その後ウガンダとUP

Cとの関係が悪化したことでその実施も困難

となった。 12月17日のプレトリア包括協定締

結後も武装グルーフ。聞の戦闘は続き、状況は

一向に安定化の方向に向かわなかったのであ

る480 しかも2003年1月中旬から3月初めの

聞には、 500名にも及ぶUPCによる住民の殺

裁が後に判明して、イツリ地域の人道上の問

題はさらに悪化の一途をたどり、これを看過

し得ないとして3月6日にはウガンダ軍が再び

ブニアを占拠する事態に至った 490

これに対して安保理も2月13臼にDRC問題

を討議し 50、3月20日には決議1468を採択し

て、特にイツリ地域におけるMLCおよびRC

D/Nによる性的暴行やUPCによる暴力行為

を取り上げて国際人道法と人権侵害を非難し、

国際人道法違反や人権侵害の実態調査のため

MONUC人権分野の増員と、イツリ地域への

MONUCプレゼンスの増大を国連事務総長に

要請した 510 その後、 4月8日付の安保理議

長プレスステートメントで、イツリでの殺裁

の非難と実行行為者を裁判にかけること、ウ

ガンダ軍の撤退要求などを掲げたが 52、安

保理で再びこの問題が取り上げられるのはM

ONUCへの攻撃を契機とした5月に入ってか

らのことであった。 MONUCはIPCによるイ

ツリでの和平プロセスの促進を目的に4月23

日に部隊をブニアに展開させ始め問、これ

に伴い同25日にはおよそ2000名のUPDFがイ

ツりからの撤退を開始したのだが、この間隙

をついて5月9日にブニアにあるMONUC本部

が襲撃を受けたのである 540

フーニアにはウルグアイ部隊を中心に700名

ほどのMONUC軍事要員が展開していたが、

悪化するイツリの事態に対してMONUCの現

有勢力だけでは対処できないことは明らかで

あった。そのため、ウガンダはUPDFの撤退

によってイツリ地域に安全保障上の空白が生

じることを恐れ、 MONUCへの攻撃が発生す

る以前より、 MONUCの役割を憲章第 6章の

peacekeepingから第 7章のpeace enf orce-
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mentへ移行するよう強く主張しており、 5月

5日のパリでのフランス・ウガンダ外相会議

で、フランスに対し、第7章に基づく適当な

マンデートを携えたより強化されたMONUC、

もしくはアフリカ連合軍の緊急展開への支持

を求めていた 55。他方、これとの関連で指

摘しておかなければならないのはイツリ情勢

に対するルワンダの態度であろう。ルワンダ

はかねてよりDRC内のルワンダ軍に関する

MONUCの調査報告や 56、DRCとウガンダ

主導のイツリ地域和平フ。ロセスに異議を唱え

ており、特に後者の主張の中でイツリ地域へ

の部隊展開については強化されたMONUCの

展開は明言せず、むしろ「中立軍 (aneutral 

force)Jの展開を主張していたからである 570

IPCによるイツリ地域の和平プロセスを支援

するMONUCをルワンダが「中立的な」存在

とみなしていたかどうか、ここから判断する

限りかなり微妙といわざるを得ない。

結局、国連事務総長はこのイツリ情勢に対

処するため、 MONUCの強化ではなく、多国

籍軍の導入を決意した。 5月15日付安保理議

長宛書簡を通じて安保理に対し、「加盟国主

導の下、高度に訓練され、かっ十分な装備を

有する多国籍軍をブニアに早急に派遣し」、

空港およびその他ブニアの重要施設に安全を

提供するとともに、一般住民を保護するとい

う提案を緊急に検討するよう要請したのであ

る。この事務総長提案によれば、この多国籍

軍の展開は「かなり強化された (aconsiderably 

reinf orced) J国連プレゼンスが展開するま

での一定期聞に限られ、憲章第7章に基づい

て安保理により許可されることになる 580

すなわち国連事務総長は、人員・装備その他

の理由で、「強化されたJPKO、具体的には

強化されたマンデートを付与されたMONUC

が即時にイツリ地域に派遣できないことを認

めた上で、そうした展開が可能となるまでの

問、いわば時間的猶予を得るために多国籍軍

の導入を提案したのであり、この構想の背後

には強化されたMONUCが多国籍軍を引き継

ぐことが前提とされていたとみるべきであろ

う590 これを受けて安保理は、 5月16日に採

択した議長声明であらためてブニアにおける

殺裁・暴動・人権侵害とMONUCに対する攻

撃を非難し、さらに緊急国際軍の派遣の可能

性を含む事務総長による人道的な対策の努力

を歓迎した後 60、5月30日に決議1484を採択

して多国籍軍のブニア派遣を決定したのであ

る610

この決議1484でブニアへの派遣が決定され

た「暫定緊急多国籍軍(InterimEmergency 

Multinational Force: IEMF)Jの特徴を挙

げると以下の 4点に鍬句される。第 1にIEMF

の任務は、ブニアにおける治安の安定化と人

道状況の改善、空港およびブニア内の難民キャ

ンプの圏内避難民の保護、必要とされる場合

にはブニア内の一般住民、国連要員ならびに

人道機関の安全への貢献とされ、このマンデー

ト遂行のために必要なあらゆる措置が憲章第

7章に基づく行動として許可されているとい

う点である(決議本文第 l項および第4項)。

補給線の確保から空港の保護が要請されてい

るほか、 MONUCと異なり、圏内避難民やー
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般市民の保護を憲章第7章に基づく措置とし

て認められているのは、人権保護ならびに人

道上の要請から治安維持と一般市民の保護が

IEMF派遣の主目的とされたためと考えられ

る62。第2としては、このようにIEMFは憲

章第7章に基づく多国籍軍ではあるものの、

決議前文第7項ではその旨が確認されている

ように、その現地展開には関係当事者がこぞっ

て賛意を表明していたということがある。こ

れは「関係当事者の同意に伴う多国籍軍」と

しての性格を表しており、 90年代後半以降に

特にみられる治安維持もしくは人道救済関係

の多国籍軍型軍事活動と共通した特徴を示す

ものである 630第3に、 IEMFの現地展開は

2003年9月1日までに期聞を限定されており、

その後は「ブニアのMONUCを強化し」、「強

化された国連プレゼンス」が引き継ぐことが

予定されているという点が挙げられよう(本

文第 1項および第 2項)。これは先の事務総

長提案を踏襲しているが、ここでは従来から

議論されてきた多国籍軍とPKOの関係が問

題となりうるので、この点に関しては後で若

干言及することにしたい。最後に第4点目と

して、国連による多国籍軍の活動の統制とし

て重要とされる安保理への活動報告書の提出

があるが 64、このIEMFの場合もその主導国

に安保理への定期報告が要請されている(本

文第9項)。ただし30日毎もしくは60日毎と

いうように時間を区切ってはおらず、これは

9月1日までのほぼ 3ヶ月という比較的短期間

の活動ということを配慮したためであろう。

IEMFを主導したのはフランスで、 1400名

の部隊を引き連れて授権決議採択後直ちに現

地展開に入った。 IEMFが展開した後のブニ

アは以前と比べて、治安も回復し平穏さを取り

戻したといわれている 650 これはやはりIEMF

が有する軍事力が影響したものと推察される

が、イツリ地域の和平と安定化にはそうした

軍事的アプローチだけでなく、 IPCやコンゴ

人民間対話を中心に政治的合意を求めるアプ

ローチもまた必要であるとの主張があること

には留意しなければならないであろう 660

その意味では、 IEMFとMONUCはブニアに

おいて同時に展開していわば「重層的展開」

の状況にあり、 IEMFの緊急展開や迅速な対

応には両者の高度な協力があったといわれて

いるが 67、第 3フェイズにおける MONUC

による政治的和平プロセスへの支援もまた依

然として重要であることには変わりない。問

題はIEMF撤退後の強力な国連プレゼンスと

して「強化されたMONUCJが予定されてい

たという点である。元来MONUCは第 3フェ

イズでDDRRR実施支援のために憲章第 7章

に基づく措置を行う権限が関係当事者間で想

定されていたとはいえ、治安維持や一般住民

の保護も含む広範囲なマンデートを与えられ、

かっその遂行のために強化された武器使用基

準などを携えることは、その費用や人員とい

う資源の面からみてもそれほど容易なことで

はなかったからである。国連事務総長は、イ

ツリ問題を扱うには旅団レベルの部隊の展開

が最低限必要であり、当初は時間的な理由か

らいわゆる多国籍軍の緊急展開を求めながら

も、多国籍軍撤退後にMONUCが実効的な活
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動を行えるよう総勢1080絡にも上るMONUC

軍事要員の必要性を訴えた倒。これに対し

て安保理はこうした事務総長の勧告をテイク

ノートしつつ、 MONUCの任期を2003年7月3

0日まで延長する決議1489を採択し 69、さら

にその任期が切れる直前の2003年7月28日に

は、 2004年7月30日までの 1年閣の任期延長

をMONUCに認め、事務総長の勧告通り

MONUCの強化を許可する決議1493を採択し

た70。最後に節をあらためて、この決議1493

の内容とともに、その採択によって新たな段

階に入ったMONUCの性格を検討することに

し、これまでの活動の展開に照らした評価を

行うことにしたい。

3 r強化されたJ PKOとしてのMONUCの

登場とその評価

(1)安保理決議1493に基づく MONUCの性格

の「二重性」

安保理がMONUC強化を目的として採択し

た決議1493は本文が32項目にもわたる長大な

ものだが、その内容もまたコンゴ紛争の解決

に向けて各方面に触れる包括的なものとなっ

ているoすなわち、安保理は、 6月30日に公

表された国民統一暫定政権の形成に対して満

足の意をまず表明した後、この暫定政権に人

権保護と法の支配に基づく国家建設を要請し

(本文第 1項および第11項)、 MONUCが他の

国連機関と協調、して、軍の改革や法の支配に

基づく国家の再建、選挙の準備や実施への支

援を提供するよう奨励するとともに、 MONUC

が首都キンシャサに治安面で貢献すること

(同第5項および第6項)のほか、人道的状

況の悪化に懸念を表明して、人権侵害や国際

人道法違反の行為を非難してDRC政府を含

むすべての当事者にそれらを防止する措置を

とるよう要請したり(同第8項および第12:項)、

児童を兵士として利用することを非難し(同

第13項)、さらにDRC東部での停戦協定違反、

とりわけRCD-Gomaによる攻撃を非難して

いるのである(同第14項)。

ところでこの決議では、前文でDRCの事

態が引き続き地域における国際の平和と安全

に対する脅威を構成するものとされた後、

「国連憲章第7章に基づいて行動し、」と明示

されており(前文第11項および第四項)、決

議本文全体が国連憲章第7章に基づく措置の

一環であることが確認されている。安保理決

議における憲章第7章の援用は、名宛人を拘

束する措置を講じたり、軍事的もしくは非軍

事的措置を発動する際にみられるが、本件に

おいても、当事者に停戦協定に従った敵対行

為の中止や、また国連要員への妨害の中止や

MONUC軍事オブザーパーへの完全なアクセ

スの提供を要求 (demands)したり(本文第

14項、第15項および第四項)、すべての国家

がDRC内のあらゆる武装グループに対して

必要な武器禁輸措置をとることを決定する

(decides)としており(同第20項)71、これ

らが憲章第7章を根拠として導入されたこと、

そしてそれにより関係当事者を拘束すること

が意図されたものと考えられるであろう。

MONUCのマンデート強化の意義を確定す

る本稿の目的から言えば、この決議で最も注
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目されるのは、 MONUCに増員を認めて任務

の実施に必要な手段を付与したことである。

より具体的にいうと、安保理は、 MONUCに

10800人への軍事要員の増員を許可し(本文

第2項)、次の 2つの点で措置をとることを

許可 Cauthorizes) した。まず安保理は、

MONUCに対して4つの任務(国連要員や施

設の保護、特に監視・検証・ DDRRR任務に

従事する要員の安全と移動の自由の確保、物

理的暴力の急迫した脅威の下にある民間人及

び人道支援の作業員の保護、人道的支援の供

与における治安の改善への貢献)をあらため

て確認するとともに、これら目的のために、

「その武装した部隊の展開地域においてJIそ

の能力の範囲内 Cwithin its capabilities) 

にあると思われる場合にJI必要な措置をと

る Ctake the necessary measures)ことを

許可する」としている(本文第25項)。また

第2には、イツリ地域において、そして「そ

の能力の範囲内にあると思われる場合には」

北部キブおよび南部キブにおいてそれぞれ、

そのマンデートを実施するために「必要なあ

らゆる手段を用いる Cuseallnecessary means) 

ことを許可するJとした(同第26項)。両者

の聞には、文言の上ではtakeかuseか、 allが

あるかないか、 measuresかmeansかといっ

た違いがあるものの、過去の事例に照らして

みても、武力行使が許可されているという点

では共通しているといえよう 720 ただし注

意を要するのは、前者においてはMONUCの

武装した部隊が展開している地域において一

定の目的の遂行に限って武力行使が認められ

ているのに対して、後者ではイツリ地域(お

よび必要であれば南北キブ)においてMONUC

に付与された一般的なマンデート遂行のため

に武力行使が認められているといったように、

地域的な限定の有無と、任務もしくはマンデー

トの特定性の有無に違いがみられるというこ

とである。こうした 2つの規定が定められた

背景には、前者で規定された任務がこれまで

のMONUCの活動の延長線上にあることから

もわかるように~決議本文第25項は従来の

MONUCのマンデートを強化する方向性を含

意しており、他方、後者はイツリ地域にすで

に展開しているIEMFからのマンデート移行

を前提とした「受け皿」として機能すること

を期待されているのであって、それぞれの出

自が相異なることから生じたという推測が成

り立つように思われる。それは、 MONUCの

マンデート強化についてはとりわけイツリ地

域へのMONUC展開に関して議論されており、

IEMFからの円滑な移行のためにはマンデー

トや武器使用基準などを共通なものとする必

要性が強調されていたことからも窺い知れる

ことであった 730 そうすると、イツリ地域

におけるMONUC強化を支持する動きの中で、

それといわば連動するかたちでDRC全域に

展開されうるMONUC全体の強化も図られ、

それが正式に「許可」されたとも考えられよ

う。つまり、この決議1493によって新たなマ

ンデートを与えられたMONUCは、こと武力

行使を巡る観点からすると、主としてルサカ

和平プロセスの実施に関わる側面、すなわち、

さかのぼれば紛争当事者が停戦協定でMONUC
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に期待していたマンデートの強化に関係する

側面と、イツリ地域のIEMFの任務を引き継

ぐ側面の双方を包含するかたちでの性格付け

を与えられているということがいえるのであ

る。そしてこうしたMONUCの性格の「二重

性」は、後述するように、 peacekeepingと

peace enforcernentの区別をさらに暖昧にさ

せるような原因となっていることに留意しな

ければならないであろう。

MONUC強化とそのIEMFからのマンデー

トの引継ぎについては、すでにみてきたとお

り、国連事務総長が提案し安保理もこれを認

めたわけだが、決議1493の採択を受けて事務

総長は8月14日付書簡を安保理議長に送付し、

ブニアへの旅団規模のMONUαお童の準備と、

2003年9月1日におけるIEMFからの任務の引

き継ぎを明らかにした 740 そして安保理も

また、 8月26日に採択した決議1501でこの事

務総長の勧告を受け入れるとともに、 IEMF

参加国に対し、遅くとも9月15日までには終

了するその撤退過程においてMONUC部隊の

展開ヘの支援提供を許可することで、移行期

間におけるMONUCの安全確保をIEMFに求

めたのである 750 こうして9月1日に、 MONUC

イツリ旅団およそ2500名がIEMFから治安責

任を円滑に譲り受け、その後IEMFに代わっ

て憲章第7章に基づくマンデートの下、「強

化されたJPKOとして同地域における治安

維持なと、の任務にあたっている 760

また他方、 DRC全域に関わる和平プロセ

スに関しては 77、すでに述べたように6月30

日までに新たな閣僚が選出されてプレトリア

協定に基づく新政権の樹立準備が進められて

いたが、さらに7月17日に 4名の副大統領の

宣誓式が執り行われて正式に国民統一暫定政

府が発足しており 78、MONUCはこれを支

援しDDRRRの実効的実施のため、ここでも

「強化されたJPKOとしてその任務を遂行し

ているのである 790

(2)和平プロセスにおけるMONUCの位置づ

けとMONUC強化の意義

以上みてきたように、 MONUCの活動は、

ルサカ和平プロセスの進捗伏況に影響を受け、

関係当事者の意思と行動に半ば翻弄されなが

ら今日まで続いている。それは、ルサカ停戦

協定という和平プロセスの支柱をなす文書に

よって事実上設置が決定されたMONUC自体

が有する運命故ともいえるが、より詳しくみ

てみると、外国箪の撤退からDDRRRへの移

行、コンゴ人民間の国内対話の達成といった

和平プロセスのタイムテーブルとMONUCの

任務内容の追加・変更が連動していたためで

あるということも明らかとなってきた。従来

の伝統的なPKOが政治的解決プロセスと切

り離されて当事者聞の軍事的緩衝材として受

動的な位置づけを与えられてきたのとは対照

的に、 MONUCの場合はより和平フ。ロセスに

積極的にコミットすることが予定されたこと

からこうした現象が生じてきたであろうこと

は想像に難くない。だが、最終的にMONUC

の法的地位に決定的な景免撃を与えることになっ

たのは、イツリ地域へのIEMFの展開とその

任務の継承であった。その意味で、 MONUC
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にとり多国籍軍の導入はその性質決定に関し

て「呼び水Jになったのであり、外在的に

MONUCの強化に影響を及ぼしたということ

もいえるのであるO

MONUCは依然として現地に展開中であり、

その結論には今後の展開による変更の可能性

を留保すべきであろうが、現時点において、

MONUCの設立文書だけでなく、その実際の

活動内容も含めたこれまでの考察からMONUC

の特徴をあらためて抽出すると、以下のよう

な点が確認されよう 800

第 1に、 MONUCの任務が、関係当事者の

合意の上で、憲章第7章に基づく限定的な行

動が許可されたpeaceenforcernentを含むも

のと予定されていたことである。当事者の思

惑によれば、第3フェイズにおいてDDRRR

を実施する際に、 MONUCがpeaceenforce-

rnentとしていずれ活動することが期待され

ていた。ところが現在のMONUCの活動は、

第3フ且イズに入った段階で、ょうやく DD

RRRの具体的実施に取り掛かった状況にあ

る。これまでのところ、安保理決議では決議

1291でこそ憲章第7章に基づく行動を許可し

ながらも、その後は決議1291を援用すること

で間接的に憲章第7章に言及するにとどまり、

peace enforcernentを実際に実施していると

いう認識は安保理内で共有されてこなかった。

すなわち第2に、 MONUCの場合、たとえ決

議中に憲章第7章に基づく限定的な行動がす

でに文言上許可されていたとしても、それだ

けでは自動的に peacekeepingから peace

enforcernentへの機能転換が認められるわけ

ではなく、むしろ依然としてpeacekeepingの

枠内にとどまるものとして扱われていたので

ある。 DRCが安保理の場において、憲章第

7章の下での強化されたマンデートをMON

UCに付与してその強化を繰り返し主張し、

peace enforcernentの完全実施を求めていた

のは、逆に安保理内部ではMONUCの活動が

依然としてpeacekeepingのレベルにとどまる

という認識が多数を占めていたことを証明す

るものでもあった 810

第3に挙げられるのは、すでに述べたこと

とも重複するが、イツリ地域におけるIEMF

からMONUCへの権限やマンデートの移行に

際しては両者聞のマンデートの一致の必要性

が強調され、特に憲章第 7章に基づき設置・

派遣されたIEMFと同様に、憲章第 7章に基

づくマンデートをMONUCにも与えるべきだ

という主張が安保理内で大勢を占めて、事実、

そうしたかたちでMONUCの強化が図られた

という点である 82。しかもこのようなMONUC

の強化方法は、 MONUCが決議1291により元

来憲章第7章に基づく行動として必要な措置

をとることが認められていたことに加えて、

IEMFの憲章第7章のマンデートを継承する

ことで、 PKOとしてのMONUCの法的地位

をさらにあいまいにするものとして作用した。

つまり第4点として、先行して展開する多国

籍軍とその任務を継承するPKOとの閣の継

続性に関しては両者がそれぞれ有しているマ

ンデートの類似性が重要となることはこれま

での事例でもしばしば確認されてきたことで

はあるが、その際におけるPKOの法的性格
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の理解という観点からみると、「限定された

憲章第7章の行動Jの内実とPKOとの関係

があらためて問題となる可能性があったので

ある 830 たとえばMONUCにIEMFからのマ

ンデート移行を認める決議案を審議した際、

日本政府代表がenforcementという言葉に言

及し、ブ、ニアを含めたイツリ地域に展開する

MONUCには「十分に強力な執行マンデート

(a sufficiently robust enforcement mandate) 

」が与えられる必要があることを指摘しつつ、

当事者の一部が停戦合意や和平合意に参加し

ていない状況ではこうした「強力な執行マン

デート」が現在のPKOの慣行を変更しかね

ないという警告を発して、 MONUCの役割を

enforcementとして特徴付けることでこれま

でのPKOの慣行との矛盾を強調したことは

その表れと評価できょう 840 しかしそうし

た懸念を表明したのは唯一日本だけであり、

同じ会合の席で発言したその他の諸国はいず

れもpeaceenforcementあるいはenforcement

という用語の使用を避けて、「憲章第 7章の

(強化された)マンデートの下でのMONUCJ

と述べるにとどまり、 peacekeepingと憲章第

7章のマンデートを一少なくとも表面的には一

矛盾なく説明しようとした節がうかがえる 850

そうしてみると、このMONUCの事例におい

ても、たとえばシエラレオネのUNAMSILの

場合と同様に、憲章第7章に基づくマンデー

トを付与されたPKOがなお、「強化された」

PKOとしてpeacekeepingの枠内にとどまる

ものとして扱われる一少なくとも安保理はそ

のように扱おうとしていると考えられよう。

すでに検討したように、決議1493の採択に

よる憲章第7章の下でのMONUCのマンデー

トの強化は、 IEMFからの任務の引継ぎと、

安保理決議1291で本来MONUCに認められて

いたDDRRR実施という 2つの異なる出自に

由来するもので、これら 2つの流れが入り込

んできたことによりMONUCの憲章第7章に

基づく行動が二重の意味を含むこととなった。

MONUCの本来の任務であるルサカ和平プロ

セス実施への支援から言えば、文民の保護も

含めDDRRRの実施を目的とした支援は憲章

第 7章に基づく行動でありながら、なお

MONUCをpeacekeepingの一種と位置づ、ける

認識が安保理内に存在していたことは確認さ

れており、その意味からするとMONUC全体

の法的地位はその限りでPKOとみなされて

いたとしても不思議なことではない。しかし、

ある特定の地域における治安の改善を目的と

して武力行使を許可された多国籍軍のマンデー

トをMONUCの一部部隊が引き継ぐことで、

MONUC全体のPKOとしての性格に不明確

さが生じうることもまた否定できないように

思われる 860一方であくまでもpeacekeeping

の枠内で「強化されたJPKOとして「限定

された第 7章に基づく行動」と認識された活

動を拡大し、他方で治安の維持・改善を目的

とした多国籍軍の任務を継承する結果となっ

たMONUCの活動の二重的性格ほ、このよう

にしてMONUCの法的性格そのものをさらに

暖昧にする要因となっているのである。

だが、こうしたMONUCの特徴を表す活動

の二重的性格をもってしでも、そして理論的
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にはそうした特徴によってMONUC全体の性

格に不透明さが生じうるとしても、 MONUC

が安保理によりpeaceenforcernentで、はなく、

なお「強化されたJPKOとして位置づけら

れているという事実は依然として重要である

といわなければならない。そしてこれまでの

考察の結果としてそうした事実こそが重要で

あるとみなされるのであれば、その事実はお

そらくこれまでの事例の中で適切に位置づけ

られてこそ正しく評価されうるものとなろう。

それは、およそPKOが実行の集積の中から

活動原則の確定と展開を見て、実践面におい

てこれに規律されてきたというその経験に依

拠した特性のためであり、それ故にまた事実

と規範性もしくは妥当性との聞の緊張関係を

常にその内に苧んできた歴史的経験的な概念

であるということにもその一因を見出すこと

ができる。従って、以上のようなMONUCの

活動の検討から得られた知見はそれだけで完

結するはずもなく、あらためて他の事例との

整合的な解釈の作業に委ねられる必要がある

のである。

おわりに

MONUCは、憲章第7章に基づく行動を行

いうるPKOとして当初から当事者により和

平プロセスに組み込まれてきたという意味で

の独自性とともに、先行する多国籍軍によっ

てその法的性格に影響が与えられたという点

ではこれまでの憲章第 7章とPKOとが結合

した事例との共通性を保持している。その双

方が作用することにより現時点において

MONUCの法的地位に不明確さが付きまとう

結果となっていることはすでにみたとおりだ

が、それでも現実の国際社会、少なくとも

MONUCをコントロールする地位にある安保

理の内部においては、これを「強化された」

PKOとみなし続ける見方が依然として強い

ように思われる。そしてそれはMONUCだけ

に関係するのではなく、 1990年代末から21世

紀初頭にかけて出現した憲章第7章に基づく

マンデートを有するPKOにもあてはまるも

のでもあった。紛争の背景やその展開過程の

事情もそれぞれまったく異なるそうした 4つ

のPKO-UNTAET、UNA恥!JSIL、民!JONUC、

さらにはUNMILと続くその一連の流れの中

で、 MONUCが果たした実践的役割はどのよ

うに評価されるのであろうか。この点に最後

に触れて結論に代えることにしたい。

第 lに、事実の面から確認できることとし

て、 MONUCの実践は、憲章第7章に基づく

マンデートを実施しでもなおpeacekeepingと

して位置づけられるというこれまでの実行を

確認するとともに、和平協定の合意内容の実

施 (DDRRRの実施)を目的とした武力行使

のみならず、治安の維持・回復のための武力

行使もその内実として取り込むことにより、

peacekeepingと憲章第7章に基づく行動とが

両立しうる範囲の固定に一定程度寄与してい

るということがある。人道的に悲惨な状況で

の文民や人道機関の要員の保護のために憲章

第7章上の措置がPKOに認められた事例は、

ソマリア内戦下でのUNOSOMIIや旧ユーゴ

紛争でのUNPROFORにみられるように、ご
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く最近の事例に限られるわけではない。むし

ろ、和平合意を通じた国家再建プログラムに

PKOが深くコミットすることにより、政府

の活動を支援したり (DDRRR実施支援)、

あるいは政府の機能を自らが行使することを

(治安維持)自らのマンデートに組み込み、

しかもそれを憲章第7章の下で行うというと

ころに最近の事例の特徴を求めることができ

るのである。

第2に、憲章第7章に基づく行動が認めら

れている以上、 PKOの活動原則の観点から

MONUCの実践を評価した場合、主としてい

わゆる同意原則と自衛原則との関係が問題と

なることは間違いなく、それらとの関係を再

構築する必要性が提示されているということ

があげられる。その際に重要なのは、憲章第

7章の下での措置発動とそれによる同意原則

の除斥という第7章と同意原則との聞の二律

背反的な対立図式が 87、MONUCも含めて

最近の事例では大きく変容しており、両者の

共存を法的に再構成することの必要性が数々

の実行の集積により認識されるようになって

きているということであろう。 MONUCにお

いては、 peaceenforcernentを関係当事者が

望んだという他の事例に見られない特異性は

あるが、その実施の具体的局面においては、

ルサカ停戦協定におけるPKO導入について

の合意のようなPKOの受入に関する同意一

般の問題とは別に、受入に同意してなおかっ

任務遂行の際に憲章第7章に依拠した措置を

授権する問題が焦点となっていた。そしてそ

こでは、 UNTAETやUNAMSILといった他

の事例と同様に、任務の実効的遂行の必要性

を経由して、いわばPKOが有する機能的な

側面から、自衛を超えた武力行使を可能とす

る法的根拠の問題が浮上しているように思わ

れる 88。憲章第 7章がそのような対応への

法的手当として考えられるようになってきて

いるとすれば、 MONUCは、それ自身に特有

の側面はあるにせよ、こうした憲章第7章と

PKOの活動原則に関する一般化・定式化に

向けた重要な題材を提供しているとみなけれ

ばならない 890

第 3点として、上記諸点に関連するのが

「強化されたJPKOと多国籍軍との緊密な関

係であり、まさにそれこそが最近のPKOの

中でも特に憲章第7章に基づく行動が認めら

れた 4つのPKO(UNTAET、UNAMSIL、

MONUC、UNMIL)に共通している特徴で

ある問。多国籍軍型活動の内実は、湾岸戦

争時の多国籍軍のような圧倒的な武力行使を

行うものからアルパニアや中央アフリカ共和

国での多国籍軍のように人道的援助への支援

まで事例によって様々であり、そうした先行

する多国籍軍の性格がそれを引き継ぐ「強化

されたJPKOの性格に影響を及ぼすであろ

うことは想像に難くない。しかも両者のマン

デートをできる限り近いものにしていく努力

が安保理を中心に行われているという現実を

前にすれば、先行する多国籍軍とそれを継承

する「強化されたJPKOとの相違、あるい

は両者の一貫性といった性質が、実践面にお

ける紛争処理あるいは紛争後の国家建設での

両者の位置づけという問題とは別に、 PKO
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の活動原則そのものに反映することも十分に

考えられる。その意味でMONUCの事例は、

活動原則の内容に対する多国籍軍型活動の影

響の存在を例証するものであったと同時に、

そうした多国籍軍の活動との相互作用を通じ

たPKOの活動原則の展開をあらためて確認

することの必要性を示唆しているということ

がいえよう。

そして最後に、これまで本稿で再三言及さ

れてきた「強化されたJPKO自体の内実や

性格を確定する作業が残されており、その明

確化にMONUCの事例が寄与するところはな

お大きいということがあげられる。この「強

化されたJPKOの萌芽的な概念を1990年代

以降の事例から取り出し、それをたとえば人

道的介入と結び、つけて論じる考え方もすでに

表明されてはいるが 91、「強化されたJPKO 

の定立がそうした人道目的の支援に限定され

ないことはDDRRRや治安維持・回復を目的

としたMONUCの活動から明らかである以上、

こうしたPKOの形態をその任務内容、適用

される活動原則の中味などの観点から精査す

ることが重要であると考えられよう 920 M O  

NUCの具体的な活動はこの点でも「強化さ

れたJPKOの一般的理解にとって不可欠な

位置を占めるといわなければならない。

本稿で扱われたMONUCの活動は、以上で

考察してきたように、主として任務・マンデー

トの面で、 PKO、憲章第7章に基づく行動、

さらには多国籍軍型活動が交錯する事象の例

であり、それ故に従来のpeacekeepingとpeace

enf orcernentとの区別基準からすると、その

性格付けに暖昧さが残る結果となっている。

しかし他方で、最近の一連のPKOに関する

事例研究においては、まさにこうした暖昧な

性格を有するMONUCの活動内容を他の類似

のPKOの活動と重ね合わせることで、現在

の国際社会におけるPKOの位置、とりわけ

「強化されたJPKOの意義と限界をその射程

に捉えることが可能となろう。その作業はま

た稿をあらためて行われなければならない。

1主

1 ウガンダ・ルワンダ聞の戦闘は2000年5月5日
に発生し CU.N.Doc.S/2000/254)、これに対し
て安保理は同日直ちに、この戦闘を非難し即時
中止するよう求める議長声明を採択した CU.N.
Doc.S/PRST /2000/15)。このためウガンダ-
Jレワンダ両国は5月15日にキサンガニを非軍事化
する共同宣言を発表するとともに CU.N.Doc.S
/2000/445， Annex.)、同21日にはMONUCと
両国間で停戦と兵力引き離しに関する合意が成
立し、キサンガニの非武装化と同29日に両国箪
がキサンガニから100キロ後方へ撤退すること、
MONUC軍事オブザーパーがこれを検証するこ
とが取り極められた。 A.R.B.，p.13975. しか
し両国軍は6月6日に戦闘を再開したため (U.N.
Doc.S/2000/558， Annex 1 -ill; U.N.Doc.S/ 
2000/596， Annex; U.N.Doc.S/2000/1153， 
paras.54 et seq.)、6月15日および16日に安保
理との合同会合を開催したルサカ停戦協定履行
政治委員会は、あらためて当事者の同協定への
コミットメントを確認するとともに、両国軍の
キサンガニからの撤退を求めている。 U.N.Doc.

S/2000/605， Annex.なお両国軍の閣の緊張関
係はなおも続いたが、 2000年9月7日にようやく
両国間での兵力引き離し、撤退声明に注目する
旨の安保理議長声明が採択された。

U.N.Doc.S/PRST/2000/28. 
2 ただし安保理内には、この問題に対してシエ
ラレオネ問題が否定的に影響しないようにとい
う主張があったことは確かである。
U.N.Doc.S/PV.4143 (17 May 2000)， p.3 
CU.S.A.)， p.ll (Ukraine)， p.13 (Malaysia)， 
p.15 (Russian Federation)， pp.26-27 (DRC); 
U.N.Doc.S/PV.4143 (Resurnption 1) (17 
May 2000)， p.6 (Swaziland).しかし他方、
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シエラレオネの状況に鑑みればこそ、要員の安

全確保という観点から、 DRCへのPKOは憲章

第 7章に基づく行動が認められた「強化された」

PKOでなければならないという主張がなされて

いたことにも注目しておく必要があろう。

Ibid.， p.3 (Pakistan)， p.10 (Zimbabwe). 

3 U.N.Doc.S/RES/1304 (2000)， op.paras.3-
5， 10.国際司法裁判所も、 2000年7月1日に与え

たコンゴ領域における武力活動事件 (DRC対ウ

ガンダ)仮保全措置指示命令の中で、間接的な

がらこの決議の重要性について言及している。

Affaire des αctivites armees sur le territoire 
du Congo (Republique democratique du 
Congo c. Ougαndα)， ler juillet 2000， 

Demαnde en indicαtion de meαsures con-
servatoires， Ordonnαnce， paras.35-36. 

4 この合意は、 4月14日までに敵対行為を中止し、

衝突線から各軍が15キロ後方へと兵力を引き離

すという内容のものであった。 A.R.B.，p.13944. 
5 U.N.Doc.S/2000/1l56， paras.8， 15; A.R. 
B.， p.14231. 

6 U.N.Doc.S/RES/1316 (2000)， op.para.1; 
U.N.Doc.S/RES/1323 (2000)， op.para.1; 
U.N .Doc.S!RES/1332 (2000)， op.paras.1， 4. 

7 2000年8月15日に開催されたルサカ協定当事者

とSADC諸国の会合では、現状でのMONUC展
開が困難と判断され、 DRCにMONUCへの完

全な協力が要請されていた。 U.N.Doc.S/2000/
819， Annex. See αlso， U.N.Doc.S/2000/ 
888， paras.47-50. これに対して DRCは、

MONUCにあくまでも当事者聞に位置する介在

軍としての役割を期待し、実際にも同年8月23日
にはルサカ和平プロセスからの離脱を宣言した

り(“Chroniquedes faits internationaux" ， 
R. G.D.I.P.， tome 104 (2000)， p.1029.)、10

月27日にキンシャサで行われたガボン、アンゴ

ラ、コンゴ共和国、赤道ギニア、中央アフリカ

との首脳会議ではJレサカ協定の改訂とDRC国境

付近への「中立的介在軍」の展開を求めている

のである。 U.N.Doc.S/2000/1050，Annex.な

お現地に展開しているMONUC要員は、 2000年
12月1日の時点で、 224名のリエゾン要員と軍事

オブザーパーに過ぎず (U.N.Doc.S/2000/1156， 
para.47.)、国境警備の任務はMONUCに付与

されていなかった。 U.N.Doc.S/2001/373， 

para.107. 
8 カビラ暗殺の背景には、当時軍事的に劣勢と

なっていた戦争の遂行とその戦術を巡るカビラ

と軍上層部との対立も取りざたされたが、カビ

ラがlレサカ和平プロセスの実施に対する障害と

みなされていたことも事実である。 A.R.B丘.，
pp.14必25日1-1425臼5.See αals印o，O.M.Boya丸，
ntentious Politics and Social Change in 

Congo"， Security Dialogue， vo1.32 (2001) ， 

pp.83-84. 
9 U.N.Doc.S/PV.4271 (2 Feb. 2001)， p.7 
(U.S.A.); U.N.Doc.S/ PV.4273 (7 Feb. 2001)， 
p.5 (France). 

10 U.N.Doc.S/PV.4271， p.14 (China); 
U.N.Doc.S/PV.4273， p.10 (Singapore). See 
also， U.N .Doc.S/PV .4288 (Resumption 1) 
(7 March 2001)， p.9 (China)， p.13 (Russian 
Federation) . 

11 国連事務総長によれば、アップデートされる

新しいコンセプト案は、停戦の不安定さ、国土

の広大さ並びに大都市以外の地域へのアクセス

の困難さを考え、当事者に敵対行為の中止を奨

励し、かっMONUCが適切な対応を行えるよう

に位置付ける能力を徐々に構築することに基づ

いたものであるという。なお同時に事務総長は

MONUCの人権部門の強化・充実も訴えている。

U.N .Doc.S/2001/128， paras.71-84. 
12 U.N.Doc.S/PV.4279 (21 Feb. 2001)， p.7 
(Zimbabwe). 

13 この決議は、停戦状況が最近続いていること

を評価しながらも、決議1304と同様に憲、章第 7
章に基づく行動として当事者に敵対行為の中止

と協定履行・ DRCからの撤退・兵力引離しを要

求するとともに、当事者に2001年5月15日までに

撤退のスケジューJレと武装解除・動員解除・再

統合・送還もしくは再定住 (DDRR)の実施計

画をMONUCと協力して作成するように求めて

いる。 U.N.Doc.S/RES/1341 (2001)， op. 
paras.1-3， 6-8， 19-20.なおDRCはMONUC
の人員削減に懸念を示しながらもこの決議の採

択を歓迎し、ルワンダとの国境地帯へのMONU
Cの展開に同意した。 U.N.Doc.S/2001/174.

14 ウガンダとルワンダは2001年に入りそれぞれ

あらためてDRCからの自国軍の撤退を約束して

いた。 See，U.N.Doc.S/2001/147; U.N.Doc.S 
/2001/150， Annex. 

15 2001年4月6日に開催されたルサカ協定政治委

員会では軍部縮小・武装解除・動員解除・再統

合・送還・再定住 (DDRRR)計画草案のタイ

ムテーフソレが審議されるとともに、ノレサカ協定

の規定通り、憲章第7章に基づ、き必要なマンデー

トを付与された平和維持軍の展開を国連に求め

ている。そこではMONUCの任務として、各フェ

イズにおいてそれぞれ確認と検証、執行、再定

住、そして民間人の武装解除があげられていた。

ただしMONUC自身は、安保理が憲章第 7章下

での武装解除の執行を前提とした計画は指示し

そうにないとJMCおよび政治委員会にアドパイ

スしたとされる。 U.N.Doc.S/200ν373， paras. 
43-45， 94.またグレートレイク地域の事態に関

する安保理使節団報告書 (U.N.Doc.S/2001/
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521 & Add.1)を審議した安保理会合では第 3
フェイズへの移行を歓迎する主張が多くみられ

る。 U.N.Doc.S/PV.4323(30 May 2001)， 
pp.6-7 (France)， p.ll (DRC)， pp.15-16 
(Namibia)， p.20 (Bangladesh); U.N.Doc. 
S/PV.4323 (Resumption 1) (30 May 2001)， 

p.6 (Ukraine)， pp.7-8 (Russian Federation)， 
p.ll (Mauritius). 

16 U.N.Doc.S/2001/572， paras.84-104. 
17 この決議は前文第16項で「平和に対する脅威」

を認定した後、 A節とB節の 2つに区分されて

いる。前者はまずその全体にかかるように憲章

第7章に基づく行動であることを確認し、外国

軍の撤退やキサンガニの非武装化、武装クゃルー

プへの支援の中止などを要求しており、後者は、

憲章第7章に基づく行動ではなく、 MONUCの

任期延長や任務の強化、要員の増強などが規定

されている。 U.N.Doc.S/RES/1355 (2001). 
18 ただし;事務局によると、当事者からの現地情

報が少なく、第3フェイズにおけるMONUCの
活動の詳細な計画については準備できなかった

とされる。ただ、いずれにしても、政務、人権、

人道、児童保護および広報のスタッフを含む文

民部門の拡大が第3フェイズへの移行条件とさ

れていたようである。 U.N.Doc.S/PV .4327 (13 

June 2001)， p.3. 
19 U.N.Doc.S/RES/1355 (2001)， op.paras. 
31・35.それ故、国連事務総長DRC特別代表に

よれば、この決議1355が第3フェイズでの活動

の枠組みを提供するものであったという。

U.N.Doc.S/PV.4348 (24 July 2001)， p.4. 
20 キサンガニ情勢とともに、この事態に対応し

て7月24日に安保理議長声明が採択されている。

U.N.Doc.S/PRST/2001/19. 
21 安保理は9月5日にガボローン準備会合の開催

を歓迎する議長声明を採択している。 U.N.Doc.

S/PRST /2001/22.本会合については、 see，
U.N.Doc.S/2001/998， Annex. 

22 U.N.Doc.S/2001/970， paras.59， 78-80，98. 

なおMONUC軍事要員の展開規模は、 2001年10
月15日時点で2408名(うち軍事オブザーパー397
名)だったが、 2002年初めには3800名まで増員

することが見込まれた。 Ibid.，Annex.実際に

は2002年2月15日の時点で3390名(うち軍事オブ

ザーパー441名)となっていた。 U.N.Doc.S/

2002/169， Annex. 
23 U.N.Doc.S/PRST/2001/29.ただし、第 3

フェイズへの移行については安保理内でも合意

があったが、「現行の枠内でJr step by stepア
プローチでJ(U.N.Doc.S/PV.4395 (24 Oct. 
2001)， p.12 (U.K.)， p.21 (Ukraine)) とい

う慎重派とそれを不満とする積極派Cibid.，p. 
27(Namibia))の対立はなお残された。

24 U.N.Doc.S/RES/1376 (2001)， op.para.12. 
25 U.N.Doc.S/PV.4288 (Resumption 1)， p. 

6 (France); U.N.Doc.S/PV.4327， pp.10-11 
(DRC). 

26 ちなみにRCD-Gomaは、 1999年5月17日にR
CD内の指導権争いの末、 RCD分裂が決定的と

なり、その結果成立した 2つの反政府団体のう

ちの 1つである。 RCD-Gomaはルワンダによ

る支持を受け、もう 1つの RCD-Kisangani
(後にRCD解放運動 (RCD-K/ML) と改名)

はウガンダの支援を得ていた。 A.R.B.，pp. 

13659， 13728-13729. 
27 国連事務総長は第10報告書でRCD-Gomaと

ルワンダ政府に対してMONUCへの協力を求め

ている。 U.N.Doc.S/2002/169，paras.2， 100-
101.なおDRCは、ルワンダ軍が三個大隊をD
RC東部の街カマンパに駐留させて戦闘を行っ

ていると主張した。 U.N.Doc.S/2002/198.ま

たウガンダもDRC北東部の治安悪化を理由にU

PDFの現地ブニア再展開をほのめかした。 U.N.
Doc.S/2002/141， Annex; U.N .Doc.S/2002/ 
170， Annex. 

28 U.N.Doc.S/PRST/2002/5.なおMONUC
による rDRC領内の武装グループの評価報告書」

は4月1日付で安保理に公表された。 U.N.Doc.S

/2002/341， Annex. 
29 さらに安保理は上記2つの街へのMONUCの

展開を歓迎し、当事者にMONUC要員の安全を

確保するよう求めている。 U.N.Doc.S/RES/ 
1399 (2002)， op.paras.3-4， 7-8. これを受け

てRCD-Gomaはモリロから撤退したが、この

決議の実施は依然、不十分との認識が現地では支

配的であった。安保理使節団と lレサカ協定政治

委員会が5月2日に公表した合同会合コミュニケ

でこの点が明らかにされている。 U.N.Doc.S/

2002/537/ Add.1. 
30 この件に関するDRCによるlレワンダ、への批判

は、 see，U.N.Doc.S/2002/548; U.N.Doc.S/ 
2002/556， Annex.これに対するルワンダの反

論は、 see，U.N.Doc.S/2002/559.なお、 5月
14日から15日かけてキサンガニで生じたこの事

件については、人権高等弁務官が7月16日付で報

告書を公表し、現地の事実上の当局であるRCD-
Gomaに責任があるとしている。 U.N.Doc.S/

2002/764， Annex. 
31 U.N.Doc.S/PRST/2002/17; U.N.Doc.S/ 
PRST /2002/19.ここでも安保理はルワンダに

RCD-Gomaへの影響力の行使が求めたが、こ

れに対してルワンダは、 5月14日の事件はモブツ

前政権下の兵士によるジェノサイドを中止させ

ようとして生じたものだと主張して弁明に努め‘

ている。 U.N.Doc.S/2002/648，Annex. 
32 U.N.Doc.S/2002/621， paras.27-28.ただし
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前回の報告書では850名の増員を求めていた。 U.
N.Doc.S/2002/169， para.47. 

33 そのほか、キサンガニでの文民に対する攻撃

を非難し、 RCD-Gomaの責任を認めた上で、

ここでもlレワンダ政府に対してRCD-Gomaに
影響力を行使して義務を果たすよう要求してい

る。 U.N.Doc.S/RES/1417(2002)， op.paras. 
1-7.従ってこの決議では、「平和に対する脅威」

は認定されているものの、憲章第 7章に基づく

行動は明示には援用されておらず、ただそれを

援用した過去の決議に言及するということで間

接的に触れているだけである。これは、 MONUC
の任期延長決議であることもあり、第 7章への

言及については慎重な立場をとったとも考えら

れる。

34 U.N.Doc.S/2002/914， Annex. See αlso， 1. 
L.M.， vo1.41 (2002)， pp.1053-1056. Voir 
αussi，“Chronique des faits internationa-
uxぺR.G.D.1.P.， tome 106 (2002)， p.921. 

35 U.N.Doc.S/PV.4596 (8 Aug. 2002)， p.5 
(DRC)， p.8 (Rwanda). 

36 8月9日の国連・南ア共同コミュニケでこの点

が確認され、同21日にはキンシャサで第 l回TP
VM会合が開催された。 U.N.Doc.S/2002/1005， 
paras.9-12. 

37 U.N.Doc.S/PRST/2002/24. 
38 )レワンダ政府の声明について、 see，U.N.Doc. 
S/2002/1142， Annex. またルワンダ軍の撤退

完了はTPVMによっても確認されている。 U.N.

Doc.S/2002/1206， Annex. 
39 U.N.Doc.S/2002/1005， paras.14-17.イツ

リ地域はそれまでRCD-K/MLの本拠地であっ

たところで、資源が豊富であり、ウガンダも安

全保障と資源獲得の観点から注目していた地域

であった。 Ibid.，para.24. 
40 U.N .Doc.S/PRST /2002/27; Press Release 
SC/7557-AFR/505; Press Release SG/SM/ 
84 72-AFR/507. 

41 U.N .Doc.S/2002/1005， paras.20， 41-43， 
48-54.なおその後、 MONUCは10月10日時点で、
5537名の枠内で455名の軍事オブザーパーを含む

4258名の軍事要員を擁することになった。 U.N.
Doc.S/2002/1180， para.22 & Annex. 

42 U.N.Doc.S/PV.4630 (22 Oct. 2002)， p. 
13 (Congo)， p.22 (DRC)， p.25 (Egypt). 

43 後述するように、このうち第2タスクフォー

ス CTaskForcel1)と呼ばれる部隊はイツリ

地域に派遣され、フランス中心の多国籍軍に置

き換わることになったからである。 A.R.B.，
pp.15457-15458. 

44 U.N.Doc.S/RES/1455 (2002)， pre.para.8， 
op.paras.2-5， 10-13， 21. 

45 まずこの対話の当事者が一堂に会して12月17

日にプレトリアで包括的な協定が成立した。そ

の内容は、各当事者による敵対関係の終了、カ

ビラを大統領としてその下に 4名の副大統領を

置く暫定政権の樹立、 2年間の暫定政権期間中

に国民議会選挙と大統領選挙を実施して本格的

政権に移行するというもので (U.N.Doc.S/2003
/211， paras.2-6.)、この権力配分と政治的移行

に関わる包括的協定の締結は国連により歓迎さ

れた (PressRelease SG / SM / 8564-AFR / 
533; Press Release SC/7611-AFR/534)。さ

らに翌2003年3月6日には暫定憲法草案や軍事上

安全保障上の問題について合意がなされ、 4月2

日に南アのサンシティで最終議定書が採択され

た結果2001年10月から始まった国内対話交渉が

終了した。その後、 2003年4月4日にDRCの暫定

憲法が採択されて同7日にはカビラが暫定大統領

としての地位に着き、 6月30日に新たな閣僚が選

出された。 U.N.Doc.S/2003/566，paras.2-3; 
Press Release SG/SM/8769-AFRノ653;Press 
Release SC/7805-AFRl654. See αlso， Africa 
Confidential， vo1.44， nO.14 (11 July 2003)， 
pp.4-5; A.R.B.， pp.15370同 15371.

46 U.N.Doc.S/2003/211， paras.7-8， 14.なお
その後、ベニ地域の主要都市であるそンパサな

どで2002年12月31日から2003年1月20日の聞に生

じた人権侵害状況について、 MONUCの特別調

査団が調査した結果が報告書として公表されて

いる。 U.N.Doc.S/2003/674，Annex 1. 
47 カンパラ了解は、イツリでの即時停戦、ウガ

ンダを含む三者がIPCで問題を解決することな

どをその骨子とする合意であった。 U.N.Doc.S
/2002/1297， Annex. 

48 12月24日に安保理は、 RCD-N!MLCとRCD-K
/MLとの聞の戦闘を非難して敵対行為を即時中

止するよう求めたが (PressReleaseSC/7622-
AFR/536.)、これは奏功せず、 RCD-N/MLC
がRCD-K/MLの支配するベニを奪取したこと

で、さらに同地域の一般市民が圏内避難民化す

る結果となったという。 PressRelease SG / 
SM/8571-AFR/537. 

49 なおその後MONUCの努力により関係当事者

聞で話し合いが持たれ、 3月18日にはDRC、ウ

ガンダ、およびUPCを除く 6つの武装グループ

が停戦に合意した。 U.N.Doc.S/2003/566，
paras.9-13. 

50 U.N.Doc.S/PV.4705 (13 Feb. 2003). こ

の会合で国連人権高等弁務官にDRCにおける人

権状況についての報告書提出が要請され、この

報告書は2月24日付で公表されている。 U.N.
Doc. S/2003/216. 

51 U.N.Doc.S/RES/1468 (2003)， op.paras. 
2， 7， 9.ルワンダとウガンダはともにこの決議

1468の採択を歓迎する声明を発表している。
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U.N.Doc.S/2003/369， Annex; U.N.Doc.S/ 
2003/413， Annex. 

52 Press Release SC/7722-AFR/599. このプ

レスステートメント発出の直接の引き金となっ

たのは、その直前の4月3臼におけるイツリ地域

の街ドロドロでの殺致事件の発生であった。こ

の事件とその後のイツリ地域の人権状況につい

ては国連人権高等弁務官による報告書が公表さ

れている。 U.N.Doc.S/2003/674，Annex II. 
53 IPCはイツリの主要な団体・グループの代表

177名が参加して、 4月4日から14日までブニアで

開催され、 15日にはアンゴラ、 DRC、ウガンダ

による共同コミュニケが採択されて、 UPDFの

24日までの完全撤退も再確認されている。 U.N.
Doc.S/2003/514， Annex. 

54 U.N .Doc.S/2003/566， paras.13-16. See 
αl80， Press Release SC/7755-AFR/616; 

Press Release SG/SM/8696-AFR/617. 

55 U.N.Doc.S/2003/553， Annex; U.N.Doc.S 
/2003/560， Annex.なおこの5月にアジスアベ

パで開催されたAU諸国軍事参謀長会合では、

AU平和安全保障理事会の下にAU平和維持軍を

置く構想、が決議として採択されていた。 A.R.B.，
p.15354. 

56 U.N.Doc.S/2003/136; U.N.Doc.S/2003/ 
157. 

57 2003年2月10日にDRCとウガンダが、 IPC準

備委員会の設置とIPC設置に至るまでのタイム

テーブル、ならびにそれと合わせたウガンダ軍

の撤退スケジューJレの修正について合意し (U.

N.Doc.S/2003/172， Annex 1 & II， Appendix; 

U.N.Doc.S/2003/213， Annex)、同14日にはD
RC、ウガンダ、アンゴラ、 MONUCの間でIP

C設置のための具体的方式について合意が成立

した (U.N.Doc.S/2003/199， Annex.)。こう

した動きに対してルワンダは、コンゴ人民間対

話が完全に履行されておらず、またイツリ地域

の武力紛争の原因を提供しているウガンダが同

地域の和平をデザインすることはできないとい

う理由からIPCを拒否し、ウガンダ軍が占めて

いた地点には「中立軍」が即時に展開すべきだ

としている。 U.N.Doc.S/2003/369，Annex; 

U.N .Doc.S/2003/415. 

58 U.N.Doc.S/2003/574. 
59 事実、 MONUCの強化に関わる後の安保理決

議1493採択時において事務総長自らが、 IEMF
がMONUCと国連PKO局にブニアへの拡大さ

れた部隊の展開を可能とするような十分な時間

を与えたものと評価する発言を行っている。

U.N.Doc.S/PV.4797 (28 July 2003)， p.2. 
60 U.N .Doc.S/PRST /2003/6. 
61 U.N.Doc.S/RES/1484 (2003).決議は、人

権保護への言及を本文第5項から第7項に移す修

正が行われた上で採択されている。 U.N.Doc.S
/PV.4764 (30 May 2003)， p.2. 

62 なおこの決議で「憲章第7章に基づく行動J
は決議前文で規定されていることから、これが

決議本文全体にかかることになるため、本文第

5項や第7項に規定されるようなイツリでの敵

対行為の即時中止、人権の尊重、 IEMFやMONUC
との協力、 IEMFへの移動の自由の供与を当事

者に要求する (Demands) ことは、関係当事

者にとって義務的なものとなろう。

63 たとえば1997年に中央アフリカ共和国に派遣

されたパンギ協定履行アフリカ監視団 (MISAB)
やアルパニアに派遣された多国籍保護軍がその

例といえよう。拙稿「中央アフリカ共和国問題

と国際連合一MISABから MINURCAへー」

『国際協力論集Jl(神戸大学〕第 7巻 2号 (1999

年)83-115頁、同「アルパニア多国籍保護軍に

ついてJr国際協力論集Jl(神戸大学)第 8巻 1
号 (2000年)85-106頁参照。さらにその後もア

フリカでは、コートジボアール (U.N.Doc.S/

2003/99， Annex II， para.14; U.N.Doc.S/ 
RES/1464 (2003)， op.para.9.)やリベリア

CU.N .Doc.S/RES/1497 (2003)， pre.para.9， 
op.para.5.)においてそうした種類の多国籍軍

が派遣されている。それ故、今回の多国籍箪に

ついても関係当事者の同意が存在するためか、

これを「平和維持軍 (apeacekeeping force)J 
とみなす国家もあった。 U.N.Doc.S/PV.4766

(30 May 2003)， p.22 (Brazil). 
64 多国籍軍の活動統制の観点から報告制度を重視

する見解として、 8ee，N.D.White & O.Ulgen， 

“The Security Council and the Decentra-
lised Military Option: Constitutionality 
and Function"， N.I.L.R.， vol.XLIV (1997)， 
p.410. 

65 Press Release SG/SM/8732四 AFR/629.
See αl80， A.R.B.， pp.15327-15328.さらに今

回の多国籍軍にはEUが参加することになった。

EUは6月5日にDRCにおけるEU軍事活動につ

いての共同行動を採択し、同12日に「アルテミ

ス作戦」と名づけられた軍事活動を現地で行う

ことを正式に決定してEU主導の多国籍軍を現

地に展開した。官U Launches the Artemis 

Military Operation in the DRC"， http:// 
www.europa-eu-un.orglarticle.asp?id之428.

66 中央アフリカに派遣された安保理使節団によ

る報告書でそのことが明示されている。 U.N.

Doc.S/2003/653， para.14.この点は、多国籍
軍を派遣したEUのソラナ共通外交安全保障政

策代表の発言においても確認されうる。 U.N.

Doc.S/PV.4790 (18 July 2003)， p.7. 
67 U.N.Doc.S/2003/653， paras.11-12.ただし
両者の聞には、たとえばリベリアにおける
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ECOMOGとUNOM1Lの間で見られたような、

PKOが多国籍軍等の活動を監視するというよう

な関係は存在しなかった。 ECOMOGとUNOM1L
の関係については、 see，G.Nolte，“Combined 
Peace-keeping: ECOMOG and UNOM1L in 
Liberia" ， Internαtionαl Peacekeeping (The 
Hα:gue)， vol.1 (1994)， pp.42-45. 

68 U.N .Doc.S/2003/566， paras.51-54， 97-98， 
103.なおアフリカ連合も、紛争防止メカニズム

中央機関のコミュニケというかたちで、 IEMF
の後継という観点から、 MONUCの強化を求め

ている。 U.N.Doc.S/2003/654，Annex. さら

にIEMFの中心国であるフランスもMONUCの
強化に賛意を示している。 U.N.Doc.S/PV .4775 
(18 June 2003)， p.3. 

69 2003年6月初日に採択。 U.N.Doc.S/RES/
1489 (2003).なお国連事務局によればi、8月15
日までに第 2タスクフォースをフ。ニアに派遣し、

およそ 2週間でIEMFからの引継ぎを行うべく

あらゆる努力を払っているという。 U.N.Doc.S
/PV.4784 (7 July 2003)， p.4. 

70 U.N.Doc.S/RES/1493 (2003).なおこの決

議採択直前の7月23日にイツリ地域の戦闘当事者

の間で、武装解除と自軍基地への撤退、合同検

証作業への参加について合意が成立した。従っ

てこの停戦協定の成立を待ってMONUCのマン

デート拡大・強化が正式に決定されたと見るこ

ともできないわけではない。 A.R.B.，pp.15381-
15382. 

71 この武器禁輸措置は決議が採択されてから12
ヵ月後に再検討されることになっている(本文

第22項)。また本文第23項ではこの武器禁輸措置

の実効的監視の重要性が植われているが、具体

的な監視措置については不明確であり、制裁委

員会も設置されていないようである。こうした

禁輸の実効的実施の点については決議案の審議

時から懸念を表明する国家もあった。 U.N.Doc.
S/PV.4790， p.34 (Japan). 

72 安保理決議における関連部分の文言のみを取

り上げるならば、たとえば湾岸戦争時の多国籍

軍ではuseall necessary means (U.N.Doc. 
S/RES/678 (1990)， op.para.2.)、ソマリア多

国籍箪 (UN1TAF)ではuseall necessary 
means (U.N.Doc.S/RES/794 (1992)， op. 
para.10.)、ルワンダに派遣された多国籍軍で

はusingall necessary means (U.N.Doc.S 
/RES/929 (1994)， op.para.3.)、ハイチに派

遣された多国籍軍ではuseall necessary means 
(U.N.Doc.S/RES/940 (1994)， op.para.4.) 
というように、 90年代前半の多国籍軍ではuse
all necessary meansという文言が用いられる

ことが多かったが、デイトン合意す愛にボスニア・

ヘルツェゴビナに派遣された 2つの多国籍軍

(IFOR • SFOR)、東チモールに派遣された多

国籍軍(INTERFET)、アフガニスタンに展開

している国際治安支援部隊(ISAF)、さらには

前述した1EMFではすべてtakeall necessary 
measures (U.N.Doc.S/RES/1031 (1995)， 
op.para.16; U.N.Doc.S/RES/1088 (1996)， 
op.para.19; U.N.Doc.S/RES/1264 (1999)， 

op.para.3; U .N.Doc.S/RES/1386 (2001)， 
op.para.3; U.N.Doc.S/RES/1484 (2003)， 
op.para.4.)という文言が用いられており、そ

のいずれにおいても安保理では武力行使が許可

されたものと考えられているo これら多国籍軍

への武力行使の許可の問題については、 see， 

N.Blokker，“1s the Authorization Author-
ized? Powers and Practice of the UN 
Security Council to Authorize the Use of 
Force by ‘Coalitions of the Able and 
Willing"'， E.J.I.L.， vo1.11 (2000)， pp.541-
568.また憲章第7章に基づき自衛を超える武力

行使を許可されたと考えられるPKOについてい

うと、 UNAMS1Lではtake the necessary 

action CU.N.Doc.S/RES/1270 (1999)， op. 
para.14.)、UNTAETではtakeall necessary 
measures (U.N.Doc.S/RES/1272 (1999)， 
op.para.4.)という文言がそれぞれ用いられて

いる。従って、憲章第 7章に基づく許可

(authorization)と結びついたallnecessary 
measures (means)のみが武力行使を認めら

れたものと解すべきとされているが (N.D.White，
The United N，αtions System. Towαrd 
Internationαl Justice (Lynner Rienner 
Pub.， 2002)， p.146.)、ここにactionを含めて

も安保理の意図を損ねることにはならないであ

ろう。

73 2003年7月18日に行われた安保理公式会合でも、

MONUCへの強化されたマンデートの付与をめ

ぐり、主として議論が集中したのはイツリ地域

におけるMONUCの強化に関してであった。

U.N.Doc.S/PV.4790， p.7 (EU)， p.8 
(Germany)， p.10 (Mexico). 

74 U.N.Doc.S/2003/821.ちなみにこの問、現

地では8月6自に戦闘当事者間で合意がなされ、

DRCを10の軍区 (militaryregions)に分け

た上でそれぞれを各当事者に割り当てることと

なった。それによれば、 3つの軍区をl日RDC政
府が引き受けるとともに、 RCDとMLCがそれ

ぞれ2つの軍区を、残り 3つの軍区をそれぞれ

RCD-N、RCD-ML、Mai-Maiという 3つの
小武装グルーフ。がコントロールの下に置くこと

とされている。 A.R.B.，p.15418. 
75 U.N.Doc.S/RES/1501 (2003)， op.paras. 
1-2. 

76 Press Release SG/SM/8842-AFR/694; 
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Press Release SC/7862-AFR/695.国連事務

総長DRC担当特別代表は10月1日現在で、イツ

リ地域に2500名のMONUC部隊が展開している

と述べ、 11月までには4800名(IEMFのほぼ 4
倍の規模)にまで増員されるとの見通しを示し

ている。 Press Briefing by Secretary-
General 's Special Representative for 
Democratic Republic of Congo (1 Oct. 
2003).ただしその後も、たとえばDRCがイツ

リ地域や南北キフ'におけるMONUCの部隊強化

や早期展開を求めているように (U.N.Doc.S/
2003/969; U.N.Doc.S/2003/1017)、「強化され

たJPKOとしてのMONUCの地方展開は必ず

しもスムースに進行しているわけではない。

77 DRC国内の和平プロセスとともに、 DRCと
その隣接諸国との聞でも友好関係を改めて確立

しようとする動きが明確となっている。たとえ

ば、 2003年9月25日にはDRC、ブJレンジ、 Jレワ

ンダ、ウガンダの間で高級レベル協議が行われ、

善隣関係に関する諸原則が確認された。 U.N.
Doc.A/58/428-S/2003/983， Annex. 

78 Press Release SG/SM/8785-AFR/669.な

お、今後2年間にわたってDRCの統治に責任を

負うカビラ暫定政権は、 9月6日に最終的に組閣

を完了した。 A.R.B.，pp.15446-15447. 
79 国連事務総長によれば、暫定政権の発足後、

MONUCに期待されている任務は、特に同政権

が緊急に取り組まなければならない事項一武装

グループの武装解除、 2年以内に行われる予定

の選挙の実施計画、いわゆる「法の支配」の分
野におけるトレーニングと援助の提供ーについ

て支援することとされている。 PressRelease 
SG/SM/8901-AFR/710.なお紛争後の平和構

築 (post-conflictpeace building)の段階に

おいて、 PKOが「正義と法の支配 (justiceand 
the rule of law)Jの実現を支援する重要性は

特に1990年代末から強調されており、安保理で

も最近議論が行われている。 See，U.N.Doc.S/ 
PV.4833 (24 Sep. 2003); U.N.Doc.S/PRST 
12003/15; U.N.Doc.SIPV.4835 (30 Sep. 2003). 

80 なお本稿では取り扱えなかったが、 MONUC
の活動で特筆される点として、組織内部にジェ

ンダー問題部門が設置され、 PKOの任務遂行過

程においてにジェンダーの視点が取り入れられ

たことがある。 U.N.Doc.S/2002/621，para. 
48; U.N.Doc.S/2002/1180， paras.56-58; U. 
N.Doc.S/2003/211， paras.39-40; U.N.Doc. 
S/2003/566， para.80. これは、 2000年10月31
日に採択された「女性と平和・安全」に関する

安保理決議1325の内容を具体的な活動の中で実

施することを意図としたものであった。 U.N.

Doc.S/RES/1325 (2000). See also， U.N. 
Doc.S/RES/1445 (2002)， pre.para.6; U.N. 

Doc.S/RES/1493 (2003)， op.para.9.その実

施過程については安保理でも議論が行われてい

る。 U.N.Doc.S/pV.4852(29 Oct.2003); U. 
N.Doc.S/PV.4852 (Resumption 1) (290ct. 
2003).この問題については、 see，L.Olsson 
& T .L. Tryggestad (eds.)， Women and 
Internαtionαl Peαcekeeping (Frank Cass， 
2001). 

81 しかし、そうした「限定された憲章第 7章の

行動」がすでに安保理決議で認められていると

いう事実は無意味というわけではない。今回の

MONUCとIEMFのように、 PKOと多国籍軍が

何らかの接点を有する場合、とりわけ第 7章に

基づく行動を許可された多国籍軍のマンデート

をPKOが引き継ぐことが想定される場合には、

そのようにすでにPKOに認められた「行動」の

範囲が多国籍軍のマンデートのいわば「受け皿」

として機能し、その任務を拡充させる余地を残

しているからである O すでに述べたように

MONUCについても、人員や装備などが強化さ

れることによりIEMFからのマンデートの継承

が行われる可能性はIEMF設置当初より極めて

高く、逆に言えば、 IEMFからのマンデートの

移行を前提としてMONUCの強化が主張されて

いたのであり、またそうした国連事務総長の勧

告に沿ったMONUC強化の結果として現実にも

IEMFから「強化されたJMONUCへの移行は

比較的円滑に実現した。その意味で、 MONUC
が本来有していた「限定された憲章第 7章の行

動」は、多国籍軍たるIEMFの展開を契機とし

て再び機能する可能性を内包していたのである。

もっとも、憲章第7章に基づいて、 PKOが「必

要な行動をとることができる」ことを安保理が

単に決定するのみでは抽象的に過ぎ、いかなる

条件で武力行使が認められるかについて不明確

であることから、別途明示に安保理が「必要な

措置をとる」ことを「許可する (authorizes)J
決定の必要が生じたとする見方もできないわけ

ではない。もしそうだとすれば、あくまでも後

者により、すなわちauthorizeという文言を決

議で使用することによって正式に武力行使の許

可がなされたということになろう。 See，J.E. 
Rytter，“Humanitarian Intervention with-
out the Security Council: From San 
Francisco to Kosovo -and Beyond"， 

Nordic J.I.L.， vo1.70 (2001)， p.123.しかし

過去においては、 NATO加盟国にボスニア・ヘ

ルツェゴビナの安全地域周辺におけるUNPRO
FOR支援のための空軍カの使用を認めた安保理

決議836のように、「必要なあらゆる行動をとる

ことができる」という決定を行っただけで武力

行使を認めたものとされた事例もあるし、 UN
AMSILにおいても同様の表現であったことに
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は留意しなければならない。 See，U.N.Doc.S/ 
RES/836 (1993)， op.para.10: U.N.Doc.S/ 
RES/1270 (1999)， op.para.14.なお最近の事

例では2003年9月19日の安保理決議1509で設置が

決定された国連リベリアミッション (UNMIL)
も、リベリアの治安維持を理由に派遣されてい

たECOWAS加盟国主体の多国籍軍 (ECOMIL)
CU.N.Doc.S/RES/1497 (2003)， op.para.l.) 
からやはり権限を引き継ぐかたちでECOMILと
同じく憲章第7章に基づく行動の一環として設

置されている。ただ、同決議で安保理は武力行

使を「許可する (author包es)Jとは明示には

述べておらず、 UNMILが2003年10月1日に正式

にECOMILより任務を引き継いだ際も、国連事

務総長によれば、平和樹寺の任務 (peacekeeping
duties)を継承したとされており、この「限定

された憲章第7章の行動」の具体的内容に関す

る検討を含めて別途の考察が必要となろう。

U.N .Doc.S/RES/1509 (2003)， pre.para.22， 
op.paras.1， 3; Press Release SG/SMl8911-
AFR-714.通常は、憲章第7章への言及に加え

て、武力行使が明示に許可された場合に、 rPK

Oは、もはや平和の強制活動へと変容したもの」

と考えられうるからである。香西茂「国連によ

る紛争解決機能の変容一「平和強制」と「平和

維持」の間」山手治之・香西茂編集代表 r21世
紀国際社会における人権と平和:国際法の新し

い発展をめざして下巻現代国際法における人

権と平和の保障J(東信堂、 2003年)、 233頁参照。

82 U.N.Doc.S/PV.4790， p.6 (EU)， p.8 
(Germany)， p.10 (Mexico)， p.11 (France)， 
pp.12-13 (Guinea)， p.16 (Russia)， p.17 
(U.K.)， p.19 (Chile)， p.20 (Cameroon)， 
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89 この点で憲章第7章が法的にどのような機能

を果たすのかがあらためで問われているといえ
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(2003年10月31日脱稿)

*本稿は、平成15・16年度科学研究費補助金基盤

研究(C)r21世紀における国連平和維持活動の展

望とその課題一活動原則の規範的展開と国連憲章

システムへの再定位一J(研究代表者酒井啓!~D
による成果の一部である。
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MONUC in the Congo Conflicts since 1999 (2) 

SAKAI Hironobu * 

Abstract 

Under Sections 2 and 3 of Partll， the relationship between the progress of 

the Lusaka peace process and the expanding mandate of the MONUC after the 

adoption of the Security Council resolution 1291， and the changing legal nature 

of MONUC are illustrated. 

The DRC situation as a whole， though some conflicts still occurred between 

the DRC government and the rebels in the eastern areas， has gradually been 

stabilized especially since President Laurent-Desire Kabila was assassinated on 

16 January 2001， who was thought to be the barrier against the progress of the 

peace process. While the new DRC government， in which Joseph Kabila， 

Laurent-Desirぜsson， has succeeded to the status of his father， entered into 

two important accords， with Rwanda as well as with Uganda， in 2002， the 

mandate of MONUC was also adapted and expanded in order to perform the 

duties which these accords have given to MONUC. 

Apart from strengthening MONUC to carry out its tasks effectively on the 

peace accords， including Lusaka Cease-fire Agreement， another element has 

given some influence on the legal nature of MONUC; the deployment of the 

International Emergency Multinational Force (IEMF) in the eastern part of the 

DRC and the succession of its mandate by MONUC in September 2003. IEMF， 

a multinational force in which France took the initiative， was authorized to use 

the force under the Chapter VH of the U.N. Charter to restore the peace and 

order and to assist the humanitarian activities in the region， and then MONUC 

took over the mandate of IEMF under the SecurityCouncil resolution 1489， 

which has a-lso reinforce MONUC to implement the above-mentioned peace 

agreements. 

* Professor， Graduate School of International Cooperation Studies， Kobe University. 
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Thus， the mandate of MONUC under the Chapter vn of the U.N. Charter， 

through its practice， can be derived from two independent sources; the 

implementation of the peace agreements， which is its original task under them， 

and the restoration and maintenance of peace in a certain region， which comes 

from the actual mandate of IEMF. These two origins of the robust mandate 

may blur the legal nature of MONUC， and the distinction between peacekeeping 

and peace enforcement in this case. 

More important， however， is that the U.N.， at least the member states of the 

Security Council have recognized such mandate of MONUC as a robust 

peacekeeping， and therefore that they have not regarded the combination of the 

peacekeeping activities and the restricted measures under the Chapter四 ofthe 

U.N. Charter as a contradiction of principles; consent v. enforcement. This is 

true of the U.N. Mission in Sierra Leone (UNAMSIL)， and in this sense the 

case of MONUC is an extension of the idea of UNAMSIL， although the legal 

nature of such吋obust"peacekeeping activities remains to be seen. 


